
・税制の調査及び企画（税条例等改正含む。）
・税務調査統計、各種税証明
・軽自動車税の調査賦課
・市たばこ税の調査賦課
・入湯税の調査賦課

・個人市県民税の調査賦課
・法人市民税の調査賦課

・国民健康保険税、介護保険料の調査賦課
・後期高齢者医療保険料の調査賦課

・土地に係る固定資産税、都市計画税の調査賦課
・土地の評価
・特別土地保有税の調査賦課

・家屋に係る固定資産税、都市計画税の調査賦課
・家屋の評価
・償却資産に係る固定資産税の調査賦課

・市税等の納税相談及び徴収
・市税等の滞納処分
・市税等の執行停止及び欠損処分

・市税等の納税奨励
・市税等の収納、消込み
・市税等の督促、催告

・各種税証明
・市県民税の申告
・市税等の相談

・各種税証明
・市県民税の申告
・市税等の相談
・市税等の収納

・各種税証明
・市県民税の申告
・市税等の相談
・市税等の収納

(　）は係長兼務の補佐を含む人数

副主幹 主査 主任 主事 係計 課計
1 1 2 5

2 4 2 9
1 4 6

3 4 8
2 4 7

1 6 7 16 35
3 4 1 4 12

3 4
3 4 1 7 16

2 1 4 5
1 1 3 4

4 14 9 29 65 70
（令和５年４月１日時点）

収納係

税務係

総務税務係

箒根出張所市民係

市民税係

国民健康保険税係

資産税土地係

資産税家屋係

徴収担当

17

4 71

1

8

36

2

合　　　　　　計 5(9) 9

1(2)
西那須野支所
総務税務課

税務係

総務税務係

課税課

計

収税課
計

徴収担当
収納係

1(2) 1

1(2)

1
1

1
1

収税課

総務税務課

総務福祉課

課長等

西那須野支所

２　税務職員数

塩原支所

Ⅱ 税制概要

税制係総務部

１　税務機構と事務分掌 （令和５年度）

課税課

塩原支所
総務福祉課 箒根出張所市民係 1 1

係長

1資産税家屋係
資産税土地係

税制係
市民税係
国民健康保険税係

課 係

5

11(2)
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調定額 構成比 決算額 収納率 調定額 構成比 決算額 収納率

(１) 市民税 8,483,291 40.0 8,019,371 94.5 8,287,219 39.9 7,893,902 95.3
　　　　個人市民税 6,367,937 30.0 5,934,715 93.2 6,485,666 31.2 6,123,216 94.4
　　　　法人市民税 2,115,354 10.0 2,084,656 98.5 1,801,553 8.7 1,770,686 98.3
(２) 固定資産税 10,610,005 50.1 9,582,470 90.3 10,422,805 50.1 9,510,048 91.2
　　　　固定資産税 10,529,498 49.7 9,501,963 90.2 10,341,602 49.7 9,428,845 91.2
　　　　交付金 80,507 0.4 80,507 100.0 81,203 0.4 81,203 100.0
(３) 軽自動車税 383,441 1.8 344,379 89.8 396,628 1.9 361,055 91.0
　　　　環境性能割 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
　　　　種別割 383,441 1.8 344,379 89.8 396,628 1.9 361,055 91.0
(４) 市たばこ税 1,016,971 4.8 1,016,971 100.0 1,002,640 4.8 1,002,640 100.0
(５) 特別土地保有税 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
(６) 入湯税 147,425 0.7 130,692 88.6 149,083 0.7 131,677 88.3
(７) 都市計画税 552,435 2.6 471,568 85.4 535,398 2.6 464,399 86.7

市税合計 21,193,568 100.0 19,565,451 92.3 20,793,773 100.0 19,363,721 93.1

調定額 構成比 決算額 収納率 調定額 構成比 決算額 収納率

(１) 市民税 8,515,253 40.5 8,197,726 96.3 7,804,278 38.8 7,515,407 96.3
　　　　個人市民税 6,637,309 31.6 6,349,906 95.7 6,503,268 32.3 6,255,364 96.2
　　　　法人市民税 1,877,944 8.9 1,847,820 98.4 1,301,010 6.5 1,260,043 96.9
(２) 固定資産税 10,409,005 49.5 9,657,457 92.8 10,317,652 51.3 9,661,424 93.6
　　　　固定資産税 10,326,937 49.1 9,575,389 92.7 10,234,651 50.9 9,578,423 93.6
　　　　交付金 82,068 0.4 82,068 100.0 83,001 0.4 83,001 100.0
(３) 軽自動車税 408,523 1.9 377,691 92.5 424,390 2.1 401,250 94.5
　　　　環境性能割 3,667 0.0 3,667 100.0 10,986 0.0 10,986 100.0
　　　　種別割 404,856 1.9 374,024 92.4 413,404 2.1 390,264 94.4
(４) 市たばこ税 1,014,728 4.8 1,014,728 100.0 957,404 4.8 957,404 100.0
(５) 特別土地保有税 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
(６) 入湯税 145,925 0.7 130,036 89.1 79,928 0.4 69,174 86.5
(７) 都市計画税 532,035 2.5 475,133 89.3 525,243 2.6 477,406 90.9

市税合計 21,025,469 100.0 19,852,771 94.4 20,108,895 100.0 19,082,065 94.9

調定額 構成比 決算額 収納率 調定額 構成比 決算額 収納率

(１) 市民税 7,488,543 38.8 7,273,708 97.1 7,648,521 38.8 7,445,239 97.3
　　　　個人市民税 6,331,965 32.8 6,133,451 96.9 6,505,648 33.0 6,321,455 97.2
　　　　法人市民税 1,156,579 6.0 1,140,257 98.6 1,142,874 5.8 1,123,784 98.3
(２) 固定資産税 9,750,362 50.5 9,297,932 95.4 9,895,320 50.2 9,540,245 96.4
　　　　固定資産税 9,666,006 50.1 9,213,576 95.3 9,810,765 49.8 9,455,691 96.4
　　　　交付金 84,356 0.4 84,356 100.0 84,554 0.4 84,554 100.0
(３) 軽自動車税 431,359 2.2 411,802 95.5 449,593 2.3 433,904 96.5
　　　　環境性能割 13,212 0.1 13,212 100.0 21,625 0.1 21,625 100.0
　　　　種別割 418,147 2.2 398,590 95.3 427,969 2.2 412,279 96.3
(４) 市たばこ税 1,028,338 5.3 1,028,338 100.0 1,089,569 5.5 1,089,569 100.0
(５) 特別土地保有税 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
(６) 入湯税 108,370 0.6 102,795 94.9 116,720 0.6 113,232 97.0
(７) 都市計画税 492,635 2.6 458,200 93.0 494,924 2.5 471,829 95.3

市税合計 19,299,608 100.0 18,572,775 96.2 19,694,647 100.0 19,094,018 97.0
（令和４年度決算書）

３　調定額の構成比及び収納率の推移（滞納繰越分を含む。）
（単位：千円、％）

区　　分
平成２９年度 平成３０年度

令和元年度 令和２年度

区　　分
令和３年度 令和４年度

区　　分
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（単位：人）

個　　人 法　　人

63,227 3,158 57,342 35,514 22,809

63,838 3,220 57,620 35,656 22,924

64,361 3,228 57,886 35,746 23,079

65,557 3,206 57,897 35,910 23,210

65,659 3,212 58,361 36,014 23,428

66,272 3,253 58,401 36,354 23,424

(R5-課税状況等の調） (R5-4月1日データ） (令和４年度市政報告書） (R5-7月賦課データ） (令和４年度市政報告書）

（単位：円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

116,278 115,946 115,839 114,703 114,334

166,529 171,226 156,465 161,920 167,002

　 161,403 166,006 151,747 157,029 161,885

67,888 70,703 64,879 63,413 65,118

個人 52,660 54,766 54,001 53,472 55,289

法人 15,228 15,937 10,878 9,941 9,829

81,787 83,293 83,404 81,061 83,442

土地・家屋・償却資産 81,089 82,585 82,687 80,326 82,702

交付金・納付金 698 708 717 735 740

3,105 3,258 3,464 3,590 3,795

環境性能割 0 32 95 115 189

種別割 3,105 3,226 3,369 3,475 3,606

8,623 8,752 8,265 8,965 9,530

0 0 0 0 0

　 5,126 5,220 4,718 4,891 5,117

1,132 1,122 597 896 990

3,994 4,098 4,121 3,995 4,127

（R４-決算）

都市計画税

目的税

市たばこ税

入湯税

特別土地保有税

固定資産税

軽自動車税

令和３年度

都市計画税
市　　民　　税

区　　　分

平成２９年度

令和元年度

令和２年度

平成３０年度

市民税

４　納税義務者数の推移

固定資産税
軽自動車税
（種別割）

普通税

人口（人）

区　　　分

令和４年度

市　　税

５　市民１人当たりの市税納付額
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　図３　納税義務者及び現年度分調定額の推移

50

55

60

65

70

50

55

60

65

70

令和元 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

調定額

納税義務者
◆ 個人市民税

億円

千人

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

0

5

10

15

20

平成30 令和元 ２年度 ３年度 ４年度

人

調定額

納税義務者
◆ 法人市民税

億円

56

57

58

59

60

80

85

90

95

100

令和元 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

調定額

納税義務者
◆ 固定資産税

(交付金は除く)
億円

千人

34

35

36

37

2

3

4

5

令和元 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

調定額

納税義務者◆ 軽自動車税（種別割）億円

千人

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

令和元 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

調定額

納税義務者◆ 都市計画税億円

千人
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（単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

Ａ 19,363,722 19,852,772 19,082,065 18,572,775 19,094,018

4,072,672 4,223,443 4,160,402 4,079,250 4,205,175

Ｂ 23,436,394 24,076,215 23,242,467 22,652,025 23,299,193

204,685 199,636 212,920 209,196 203,812

131,859 122,352 118,859 115,295 106,594

62,267 60,408 61,562 60,794 59,816

398,811 382,396 393,341 385,285 370,222

398 234 914 971 860

26,293 26,413 0 0 0

89,116 152,646 87,060 87,167 145,839

115,807 179,293 87,974 88,138 146,699

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 17 0 0 0

0 0 0 0 0

20 17 0 0 0

3,958 4,145 36,311 36,946 35,765

518,596 565,851 517,626 510,369 552,686

Ｄ 196,472 196,700 198,748 202,781 203,676

Ｅ 322,124 369,151 318,878 307,588 349,010

Ｃ／Ｂ 2.2 2.4 2.2 2.3 2.4

Ｅ／Ａ 1.7 1.9 1.7 1.7 1.8

Ｆ 65 60 57 56 54

6,136 6,373 6,901 6,880 6,856

６　徴税費

区分

税収入額 個人の県民税　　　　

市　　　税　　　　　　　　　　　

　　　計　　　　　　　　　　　

賃　　　金

委託料他

小　　　計　　　　　　（イ）

人
件
費

基　本　給

諸　手　当

 県　民　税　徴　収　費

Ｃ　　－　　Ｄ　　　　　　　

 徴税職員数（嘱託員含む）　（人）　

徴

　
税

費

報
奨
金
及
び
こ
れ
に

 

類
す
る
経
費

納期前納付の報奨金

納税貯蓄組合交付金

納税貯蓄組合補助金

そ　の　他

小　　　計　　　　　　（ウ）

そ　の　他

小　　　計　　　　　　（ア）　　　　

物
件
費

旅　　　費

 職員一人当たりの人件費　（ア）／Ｆ

そ　　　の　　　他　　　　　　（エ）

合　計 （ア）＋(イ）＋（ウ）＋（エ）  Ｃ

 税収入額に対する
 徴税費の割合         （％）
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（普通徴収）

（年金からの特別徴収）

市

民

税

（令和５年度までは０．２％）

　３期　１０月　　 ４期　　１月

（特別徴収）

　毎月（６月～翌年５月）

７　令和５年度税率及び納期一覧
税
目

税　　　　　率 納　　　　期

【個人市民税】

　○均等割 ３，５００円 　１期　　６月　　 ２期　　８月

60,000(1)下記以外の法人 ―

　○所得割            ６％

【法人市民税】

　○均等割

資本金等 従業員数 税額（円）

(2) 1,000万円以下 50人超 144,000

(3) 1,000万円超１億円以下 50人以下 156,000

50人超 180,000

(5) 1億円超10億円以下 50人以下 192,000

特
別
土
地
保
有
税

　○保有分

取得価格の１．４％　

　○取得分

取得価格の３．０％　

市
た
ば
こ
税

　　売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数

１，０００本につき

　　

６，５５２円

１　期
２　期
３　期
４　期

課税標準額の１．４％

翌月末日

固定資産税に同じ

　　　　　平成１５年度以降
　　　　　新規課税凍結

　 　４月　　  ６月　   ８月

　 １０月 　 １２月   　２月

事業年度終了後２か月以内

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

課税標準額の０．３％

　５月
　７月
　９月

　１２月

　○法人税割  ８．４％

(6) 1億円超10億円以下 50人超 480,000

(7) 10億円超 50人以下 492,000

(4) 1,000万円超１億円以下

(9) 50億円超 50人超

(8) 10億円超50億円以下 50人超 2,100,000

3,600,000
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納　　　　期

　　申告納付
　（軽自動車の登録時等に納付）

　※当分の間、栃木県が賦課
　　　徴収を行う。

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

（
　
環
　
境
　
性
　
能
　
割
　

）

○対象
　 取得価格が５０万円を超える三輪以上の軽自動車
　 （新車・中古車は問わない。）

○税率
　 取得価格に下表の税率を乗じた額

税
目

税　　　　　率

1%

上記に該当しないもの 2% 2%

上記に該当しないもの 2% 2%

車両総重量2.5
トン以下のトラッ

ク

平成30年排出ガス
基準50%低減

または
平成17年排出ガス

基準75%低減
のガソリン車・ハイ

ブリッド車

平成27年度
燃費基準
+25%達成

非課税 非課税

平成27年度
燃費基準
+20%達成

1% 0.5%

平成27年度
燃費基準
+15%達成

2%

種類 排出ガス基準 燃費基準
税率

自家用 営業用

天然ガス
軽自動車

1%

平成30年排出ガス
基準適合
または

平成21年排出ガス
基準10%低減

- 非課税 非課税

電気軽自動車 - - 非課税 非課税

上記に該当しないもの 2% 2%

乗用車

平成30年排出ガス
基準50％低減

または
平成17年排出ガス

基準75%低減
のガソリン車・ハイ

ブリッド車

非課税 非課税

令和12年度
燃費基準
75％達成

（令和2年度
燃費基準

達成車に限る）

令和12年度
燃費基準
60％達成

（令和2年度
燃費基準

達成車に限る）

1% 0.5%

令和12年度
燃費基準
55％達成

2%
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　○原動機付自転車

　○軽自動車

・ 二輪（１２５ｃｃ超２５０ｃｃ以下）

・ 三輪

・ 四輪以上

【乗用（自家用）】

【乗用（営業用）】

【貨物（自家用）】

【貨物（営業用）】

　○小型特殊自動車

・ 農耕作業用

・ その他のもの（特殊作業車）

　○二輪の小型自動車（２５０ｃｃ超）

５０円

修学旅行等の生徒の場合 ２０円

2,400

5,900

6,000

入
湯
税

翌月末日

入湯客１人１泊につき １５０円

入湯客１人１泊（自炊）につき １００円

日帰りにつき

2,900 1,900 1,000 2,900 1,900 1,000

旧税率 新税率 重課税率 軽課25% 軽課50% 軽課75%

4,000 5,000 6,000 3,800 2,500 1,300

旧税率 新税率 重課税率 軽課25% 軽課50% 軽課75%

5,500 6,900 8,200 5,200 3,500 1,800

旧税率 新税率 重課税率 軽課25% 軽課50% 軽課75%

7,200 10,800 12,900 8,100 5,400 2,700

旧税率 新税率 重課税率 軽課25% 軽課50% 軽課75%

税
目

税　　　　　率

3,100 3,900 4,600 3,000 2,000 1,000

旧税率 新税率 重課税率 軽課25% 軽課50% 軽課75%

納　　　　期

（単位：円）

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

（
 

種
　
別
　
割
 

）

   全　期 ５  月

第一種 第二種乙 第二種甲
ミニカー

(50cc以下） (50cc超90cc以下） (90cc超125cc以下）

2,000 2,000 2,400 3,700
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